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 １．最初に、労働保険の流れを把握しましょう！     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．マスタ情報を確認します。→ P ２ を見る！ 

「11：労働保険業務」「労働保険関係チェックリスト」 

「月別労保賃金チェックリスト」「月別被保険者区分チェックリスト」 

で労働保険マスタと賃金管理データを確認します。 

 

５．労働保険賃金集計を行います。→ P ９ を見る！ 

「11：労働保険業務」「労働保険賃金集計」から 

労働保険番号毎・月毎の賃金集計を行います。 

 

３．月別データを確認します。→ P ４ を見る！ 

６．算定賃金等報告書の確認（賃金入力）を行います。→ P １２ を見る！ 

「11：労働保険業務」「月別集計区分訂正（区分別）」から 

個人毎月毎のデータを確認します。 

 

「11：労働保険業務」「算定基礎 賃金調査資料印刷」 

「算定基礎賃金入力・報告書印刷」から入力・確認・印刷をおこないます。 

 

２．基本データを作成します。→ P 2 を見る！ 

「11：労働保険業務」「基本データ作成（指定年度分）から 

労働保険の基礎データを作成します。 

７．保険料算出＆確認して申告書を印刷します。→ P １４ を見る！ 

「11：労働保険業務」「保険料算出＆申告書印刷」から 

保険料算出と申告書の印刷を行います。 

 

４．特別加入者＆一括有期データを作成・集計します。→ P ５ を見る！ 

事業所により、必要な場合のみの作業です。 

「11：労働保険業務」「第１種特別加入」から特別加入者データ作成 

「一括有期事業」「一括有期事業 集計・印刷」から、一括有期データの 

作成・確認及び集計を行います。 
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 ２．操作の重要ポイントを把握しましょう！   

 

  それぞれの        ポイントだけでも、読んでおいて下さい！ 

 

１．２４年度・２５年度の登録された扶養情報を確認します。 

実際の労働保険データを作成する前に、まず元となるデータが正しく登録されているか、確認する事が大切です。 

労働保険業務は、「３：事業所情報管理 労働保険データ」及び「７：賃金管理データ」に保存されている 

「賃金データ」「労働保険データ」を元に作成されるので、これらのデータの正確性はとても重要です！ 

 

労働保険関係チェックリスト  「３：事業所情報管理 労働保険データ」が正しく登録されているか確認します。   

月別労保賃金チェックリスト  「７：賃金管理データ」「賃金手入力」が正しく登録されているか確認します。 

.月別被保険者区分チェックリスト 「７：賃金管理データ」「賃金手入力」に月毎に登録されている 

                 「雇用保険区分」「労災保険区分」「労災業種」「労災事業場」が正しい 

                 情報かどうかを確認します。    

 

「月別被保険者区分」画面の           ポイント 

  月別労保賃金チェックリストのデータは、「７：賃金管理」「賃金手入力」に保存されているデータを元に 

 作成されます。賃金管理にデータが全く登録されていない場合は、算定基礎賃金等報告書画面に、月ごとに 

 全員の賃金をまとめて入力して保険料算出をすることが出来ます。（P12 )  

  月別被保険者区分は、労働保険算定賃金額を正確に集計するためにとても重要です。このチェックリスト 

 は紙ベースの印刷ですが、実際のデータは、「月別集計区分訂正（区分別）」の画面で訂正します。（P４） 

 

 

 

 

 ２－１．労働保険基本データ画面表示 

 最初に本年度分の年度更新データを入れておくための保管ファイルを作成します。 

このファイルは事業所・保険番号毎に作成されます。 

  上段と下段に同じ労働保険番号の情報が表示されます。上段で基本データ作成をする 

 労働保険番号を選択し、基本データ作成をすると、 

下段に年度更新データが反映され黄色く色が付きます。 

 

  

  該当確定年度の年度更新データは 

まだ作成されていない状態です。 

１．マスタ情報を確認します。 

２．基本データを作成します。      

重要  

重要  
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２－２．労働保険基本データ作成方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 処理コード「１：年更データ作成」を選択し「実行」ボタンをクリックするか、 

ツールバーの「年更データ作成アイコン」をクリックします。 

② 選択した事業所の「７：賃金管理」に保存されているデータのうち何月から何月で集計するのかを選択します。 

締め日が４月～３月の給与月    締め日が所属する月が、４月～３月の賃金を集計します。 

支払日が４月～３月の給与月    支払日が所属する月が、４月～３月の賃金を集計します。 

常に４月～３月を設定         単純に賃金管理データの４月～３月に登録されている賃金を集計します。 

□ 前年度のデータが存在する場合は、前年度の集計月と同じ設定にする。に選択チェックをすると、 

前年度の労働保険業務を行なっている場合は、そのデータと同じ設定を自動的に反映させます。 

③ 作成する労働保険番号を選択します。 

④ 完了ボタンをクリックすると基本データが作成され、作成された保険関係に対応する上下の表の行は黄色で

表示されます。 

 

「基本データ作成」画面の           ポイント 

 基本データの画面に、ピンク色の表示がある場合 

＜原因１＞ 年度更新基本データを作成した後に、事業所労働保険関係のデータを変更した場合に、 

作成した基本データと差異が発生したことを表します。 

＜対応１＞ 該当の保険関係の年度更新基本データのみ再度作成し直します。 

 

＜原因２＞ 労働保険番号を後から変更した場合など、上下の表で相違がある場合に発生します。 

＜対応２＞ 一度作成した年度更新基本データ（下の表）を削除し、再度作成し直します。 

※いずれの場合も、基本データを再作成する場合は、その後の過程で入力したデータはクリアされます。 

重要  
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 年度更新処理での集計の元となる個人毎・月毎の「雇用被保険者区分」「労災被保険者区分」「労災業種」 

「所属事業場コード」データを確認・修正する場合は、「月別集計区分変更」で行います。 

 

.月別集計区分変更＜区分別＞  一番お薦めの方法です 

事業所と月度及び表示対象の労保集計区分を指定し、月毎に個人の労保集計区分を１２ヶ月分一覧表示し、 

区分の変更ができるようにしたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① データを修正することができます。 

② 「表示対象」欄をクリックすることにより、表示する集計区分を切り替えることができます。 

③ 業種・事業場については、一括で変更することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．月別データを確認します。               
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① 業種又は事業場を選択します。 

② 修正する対象者を選択します。全員の場合は、「全選択」をクリックします。 

③ 変更する業種・事業場を入力します。 

④ 「コードを下表にセット」をクリックすると、表の業種・事業場が変更されます。 

⑤ 最後に完了をクリックします。 

 

  月別データを確認時の            ポイント 

  Ｑ：雇用は集計出来るのに、労災ができない。 

Ｑ：労働保険集計が×で表示されている人がいる。 

など労働保険集計がうまく出来ない時は、まず一番に、この「月別集計区分変更」を確認してください。 

月別集計区分変更＜区分別＞ で修正した内容は、賃金管理データには反映されますが、 

「４：個人情報管理・労働保険」には、自動的に反映されません。 

来年以降の労働保険に必要な修正は、「個人情報管理」データも同時に修正しておく必要があります。 

 

 

 

 

４－１．第１種特別加入者データ登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「新規加入者追加登録」アイコンをクリックします。 

② 加入年月日・脱退年月日を入力します。 

③ 適用月数は自動的に設定されます。 

④ 日額を入力します。 

⑤ 完了ボタンをクリックします。 

⑥ 既登録者の内容を修正する場合は、「登録済みの加入者訂正」アイコンをクリックします。 

⑦ 既登録者を削除する場合は、「登録済みの加入者削除」アイコンをクリックします。 

※特別加入者専用の集計画面はありません。保険料算出画面に自動的に集計され、表示されます。 

重要  

４．特別加入者＆一括有期データを作成・集計します。 
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４－２．【一括有期事業】開始入力 

一括有期事業報告書を出力する場合は 

開始入力をしておく必要があります。 

 

①事業内容を新規登録します。 

②登録済データを修正できます。 

③税抜金額を入力してください。 

④専用テンプレートを使ってインポート 

することができます。テンプレートの 

ダウンロードおよび取込ができます。 

 

 

 

４－３．一括有期事業集計条件確認・一括有期事業集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 集計を開始します。「一括有期開始」「一括有期完了」にデータ登録されている場合のみ自動集計ができます。 

② 集計条件を修正できます。（④参照） 

③ この画面で請負金額を入力できます。一括有期の事業データが入っていない場合などで、請負金額の 

集計額を手入力したい場合に行います。 

④ ②「修正条件データ入力」アイコンをクリックし、メリット適用有無・メリット適用率・消費税課税区分・ 

主たる業種について、確認の上、修正が必要な場合は修正することができます。 

⑤「消費税換算後」欄に税抜額を入力すると、労務比率をみて賃金総額および保険料額が自動計算されます。 

※税抜の金額を入力してください 
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  一括有期集計画面の            ポイント 

集計は何度行ってもかまいませんが、「請負金額の入力」から直接請負金額を手入力した場合は、 

再度集計すると、その金額がクリアーされてしまいますのでご注意下さい。 

メリット適用などの集計条件が変わった場合などは、もう一度集計をやり直して下さい。 

 

４－５．賃金総額変更 

通常は請負金額から賃金総額を労務比率に応じて計算するようになっていますが、 

請負金額から算出するのではなく、直接実際の賃金額を保険料計算に使用したい場合には、この機能を使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 処理コード「Ｃ：賃金総額変更」を選択後、「実行」ボタンをクリックします。 

② 『賃金総額』欄に金額を直接入力できるようになります。又、入力した金額に応じて保険料が計算されます。 

③ 一括有期事業総括表に賃金算定分をカッコ表示したい場合に入力します。 

 

 

４－６．一括有期事業帳票印刷 

 

 

 

 

① プレビューボタンをクリックします。 

 

 

 

 

② 「一括有期事業報告書」の印刷か「一括有期事業総括表」の印刷かを選択することができます。 

  総括表の場合は、個別か事務組合かによって印刷する帳票を選択してください。 

重要  
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＜一括有期事業報告書＞ 

開始入力（P6）がされていると印刷 

できます。（専用テンプレートでインポート 

ができます） 

 

① 用紙選択ができます。 

 

② 印刷順が選択できます。       

 

③ 印刷したい業種や開始期間を特定したり 

  様々な印刷設定をすることができます。 

  繰越事業を印刷しない設定も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

＜一括有期事業総括表＞ 

① 帳票の種類を選択できます。 

② 印刷の有無を設定することができます。 

（⑤で一括設定もできます） 

③ 概算の賃金見込み額が変更になる場合は、 

「前年度と変わる」や「委託解除」を選択し 

賃金額や解除日付を入力してください。 

④ 印刷の詳細設定ができます。 

枚数表示や表示内容・形式を変えたい場合に 

選択します。 

※今期・前期分を１ページ内に（２行で）印刷する」 

にチェックを付けると、各業種印刷欄の 

上段に前期開始の集計分、 

下段に今期開始の集計分 

前々期があった場合は次ページ 

に印刷されます。 

⑤ ②の印刷の設定を一括で変更できます。 
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「７：賃金情報管理」「賃金手入力」に保存された賃金データを元に、賃金の集計を行います。 

 ５－１．集計開始設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 一覧表上で行をクリックすると該当行の詳細データが画面上方に表示されます。 

② 事業所の労働保険関係マスターが「賃金集計」になっている場合は画面の『賃金集計実施有無』が「集計する」

となり、下の表の左端にある「集計実施」のチェックマークが付いています。 

③ 集計期間を確認して下さい。翌月払い等で集計期間を３月～２月の様に変更する必要のある場合は、集計対象

のすべての労働保険について「賃金管理データ」の月設定を変更を行って下さい。 

「労保集計データ」の月を変更すると正しい月に集計されませんのでご注意ください。 

④ メリット適用や事業の概要、担当者名などの変更もできます。 

 

  労保集計画面の            ポイント 

このデータを変更しても、事業所労働保険関係マスターのデータは変更されません。必要な場合は、事業所 

労働保険関係マスタも同時に修正してください。 

また、労働賃金集計は、「７：賃金管理」「賃金手入力」に保存してあるデータを元に作成されますので、 

該当月の賃金管理データを修正した場合は、再度労働保険集計をする必要があります。 

  

 

５－２．集計開始設定 

 

 

 

 

① 賃金集計を開始します。 

５．労働保険集計を行います。          

重要  
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① 初めて集計を行う際には、賞与の年月は設定されていませんが、 

既に一度集計を行っていると賞与の年月が設定されています。 

この賞与の年月が正しくない場合には、 

「賞与月設定」ボタンをクリックし、  

賞与月設定画面を表示し設定します。 

 

② 「カウントする」を選択すると、賃金管理データが存在すれば 

支給額が０円でも１人とカウントするようになります。 

 

③ 複数の事業場毎に労働保険が成立している場合には、 

事業場毎に賃金が集計されますが、 

   労災は事業場毎に集計し雇用は本社にまとめて 

集計したいという場合は、 

雇用保険の集計方法選択で集計方法を指定して下さい。 

雇用賃金を事業場毎に集計するか、１つに集約するかを選択できます。 

１つに集約する場合は本社又はどの事業場に集約するかを指定できます。 

※この選択画面は複数の事業場がある場合のみ表示されます。 

④ 実行ボタンをクリックすると集計されます。 

 

 

５－３．賞与月設定 

賞与が３回以上あった場合や、 

人により賞与の支払い月が異なるために 

事業所として３回以上になってしまった場合には、この 

画面の指定により支払い月の設定を変更する 

ことができます。 

支給が 3 回以上ある場合は、 

3 回目以降の支給月が 3 回目に合算されます。 

 

 

① 表の左端にある『月度表示選択』欄で 

賞与支給月として指定したい月のみチェックを入れ、支給月として指定したくない月はチェックをはずします。 

② 確認ボタンをクリックすると、賞与が集約されます。 

③ 『ＯＫ』をクリックします。 

① 

② 

③ 

④ 
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５－４．集計対象外者の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここに表示されている人は、何らかの理由で賃金の集計がされなかった人です。 

集計されるべき人が集計されていない場合は、月毎の労保集計区分を確認して下さい。（P４参照） 

 

 

５－５．集計結果の確認 

① 集計結果を確認します。（この場合は、雇用は本社に集約されています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  労保集計画面の            ポイント 

 「雇用保険」は本社で一括、「労災保険」はそれぞれの事業場毎に集計したいというご質問がよくあります。 

 この作業は、「労働保険集計」を実施した時の画面（P１０）で行います。 

 ただし、「労災保険」を一括、「雇用保険」は事業場毎、というパターンは、自動的に集計することは 

 出来ません。労働保険を事業場毎に集計してから、集計後の「労災保険」を手入力で保険料集計をしてください。 

重要  
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① 賃金集計（P9）を行うとここにデータが反映されます。 

また、この画面で賃金額や人数を変更したり、「７：賃金管理」にデータが無い場合には、 

直接月毎の賃金集計額を入力することができます。 

② 入力する際、労災に入力した金額をそのまま雇用にコピーしたい場合には、 

入力する前に、チェックを付けておきます。 

③ 「事業の概要」や「メリット適用」の入力も可能です。 

④ プレビューして報告書印刷設定画面を表示します。 

 

 

 

  労保集計画面の            ポイント 

   

    システムの中に賃金データがない事業所の労働保険保険料申告を行う場合は、賃金データ入力は 

直接この画面から入力出来ます。（該当者全員の算定基礎賃金総計を、月ごとに入力する形です。） 

また、この画面で入力した後に、労働保険賃金集計（P9）を行うと、この画面で入力したデータは 

クリアされてしまいますのでご注意ください。 

 

 

 

６．算定基礎賃金等報告書の確認（入力）を行います。        

重要  
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④プレビューアイコンまたは印刷アイコンを 

クリックした際に表示される印刷設定画面 

です。 

 

① 出力する帳票を選択します。 

ドット帳票では、予め労働保険番号や 

事業所名のみの印刷（賃金データ以外を 

『印字』に設定）をしてから、事業所に 

印鑑を押印してもらい、その後賃金データ 

のみを印刷（賃金データのみを『印字』 

に設定）するという印刷方法が出来ます。 

 

※ ドット印刷の場合 

予め労働保険番号や事業所名のみ印刷する 

のであれば、連帳印刷がオススメです。 

賃金データのみを印刷する場合は、単票印刷 

または連帳印刷のどちらかを選択して印刷可能です。 

 

② 印刷箇所を一括で設定することができます。 

 

③④⑤ 新年度の見込額・作成者氏名・予備欄名称などは、この画面で変更することができます。 

修正した内容は印刷時のみ反映されます。 
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７－1．保険料算出データ確認と入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 保険料算出を行います。 

賃金集計（P9）を行っている場合はここをクリックすると保険料が自動算出されます。 

② 概算業種・概算区分・メリット適用有無・メリット増減率・確定/概算 算定基礎額・申告済概算 

  保険料・申告済概算保険料・延納の申請・人数欄・予備欄を修正・入力することができます。 

  入力後、完了すれば、自動的に保険料の算出が行われます。 

③ 概算保険料の業種を変更したい時は、ここで変更します。自動的に保険料率が変更されます。 

④ 概算保険料の算定基礎額を、確定保険料の算定基礎額と違う額にしたい場合は、 

ここを変更してから、概算保険料算定基礎額を入力します。 

ここが「前年度と同額」のままだと、入力した概算保険料算定基礎額はクリアされ、 

確定保険料算定基礎額と同額が、概算に設定されます。 

⑤ メリットの適用の有無と増減率を変更することが出来ます。自動的に保険料率が変更されます。 

⑥ 算定基礎賃金額を入力することができます。 

⑦ 一般拠出機の設定を変更できます。一般拠出金の金額は通常自動的に計算されますが、  

手入力で変更することも出来ます。また、拠出金を充当したいときは、チェック選択してください。 

⑧ 申告済概算保険料を入力することができます。前年度も労働保険申告をシステムで行なっている 

  場合には、「前年読込」から、前年度の申告済概算保険料を読み込む事ができます。 

７．保険料算出＆確認して申告書を印刷します。          
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⑨ 延納の申請を修正できます。自動計算なので、１期２期３期の保険料額を修正することは出来ません。 

⑩ 労災常用人数と雇用保険被保険者数は、算定基礎賃金報告書から自動的に読み込んできますが、  

  ここで修正することもできます。 

⑪ 予備欄の金額を変更することが出来ます。  

 

委託解除労働保険の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「概算区分」を「委託解除」にすると、雇用保険のみ以外の労働保険は、 

一般拠出金の納付状況についての選択をすることができます。 

（労働保険マスターであらかじめ委託解除の登録がされていると自動で「委託解除」がセットされます。） 

既に「一般拠出金」を納付している場合は、「拠出金納付済み」を選択してください。 

② 「一般拠出金」を充当したい場合は、チェック選択を付けます。 

（申告済概算保険料額が確定保険料額より多い場合に表示されます） 

③ チェック選択を付けた場合は、「拠出金充当後 充当額」が表示され、還付額が自動計算されます。 
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７－2．保険料算出 

賃金集計（P9）や賃金等報告書入力（P12）を行えば自動的に保険料が算出されます。 

賃金等報告書などが不要の場合は、この画面に年間の算定基礎額を直接入力することで、 

保険料算出だけを行うこともできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 保険料算出ができます。 

「保険料未計算」が表示されている場合は、再算出する必要があります。 

 

 

  保険料算出画面の            ポイント 

   

     一度保険料算出を行なった後に、「基本データ作成」、「労働保険賃金集計」を行なったり、 

「一括有期事業総括表」や「算定基礎賃金入力・報告書」などで、修正をおこなった場合は、 

「保険料未計算」が表示され再度、保険料算出が必要になります。 

保険料算出を行うと、この画面に直接入力したデータはクリアされますので、注意が必要です。 

 

 

 

 

 

重要  
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保険料を直接手入力で修正する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 入力された賃金額を無視して保険料の額を直接入力することができます。 

  保険料を入力した後で「データ入力」や「保険料算出」を行うと、 

入力されている賃金額（算定基礎額）から保険料が再度算出されてしまいますのでご注意下さい。 

 

データを削除する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 一度作成したデータを削除して再度作り直すことができます。 

削除した後は、「年度更新基本データ作成」（P３）でデータ作成から行ってください。 
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７－３．保険料申告書印刷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料の算出が終了したものは、申告書の印刷ができます。（個別及び事組メリット適用事業所のみ） 

A４チェックレーザーを選択すると、白紙用紙に申告書通り印刷でき、確認に便利です。 

 

 

７－４．事業所別チェックリスト印刷 

 

 

 

 

 

作成された年度更新基本データを、事業所を指定して一覧表に印刷することができます。 

当年分のデータは、「保険料算出」の処理が終了した時点ですべての項目にデータがセットされますので、 

それ以前にチェックリストを印刷した場合にはデータの作成状況を確認するのみとなります。 

又、画面上で確定年度の指定ができますが、昨年度を指定して印刷しますと、 

昨年の年度更新データの状況を確認できますので、申告済み概算保険料などの確認をすることができます。 


